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結婚（ 結婚祝金・ 住宅の助成等）

　 結婚や南越前町でのく ら し に対し て各種助成等の制度を 用意し ています。

子育て支援金

対象者 南越前町に住所を 有する又は転入さ れた子ども の

養育者

内　 容 ・ 第 1 子及び第 2 子の場合　 1 0 0 ,0 0 0 円

・ 第 3 子以降の場合　 3 0 0 ,0 0 0 円

（ 転入者の方）

・ 第 1 子及び第 2 子の場合　 5 0 ,0 0 0 円

・ 第 3 子以降の場合　 1 5 0 ,0 0 0 円

※中学校を修了するまでに転入者さ れたお子様に限り ます。

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

結婚定住促進事業

対象者 結婚を 機に町内に定住し ていただける方

内　 容 ・ 4 0 歳未満の方　 1 0 0 ,0 0 0 円

・ 結婚当事者の一方又は双方が 4 0 歳以上の方

2 0 0 ,0 0 0 円

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

若い世代の定住に

向けた住宅取得

促進事業補助金

対象者 町分譲地に住宅を 新築し た者で、補助金申請時（ 住

宅完成後） に満 4 0 歳未満の者

内　 容 ・ 4 0 歳未満の申請者…町分譲地売買価格の 1 /5

・ 3 0 歳未満の申請者…町分譲地売買価格の 2 /5

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3

定住に向けた住宅

新築促進事業補助金

対象者

【 新築住宅を 取得し た場合】

　 ・ 町内に新築住宅を 建設し 、 居住する方

　 ・ 補助事業者世帯全ての所得が、 児童手当所得制限限度

額を 超えない世帯

内　 容 対象経費の 1 /1 0 （ 限度額 5 0 0 ,0 0 0 円）

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3

結婚新生活支援事業

対象者 南越前町に住所を 有し 、 婚姻日時点で双方の年齢

が 3 9 歳以下かつ夫婦の合計所得が 5 0 0 万円未

満などの条件を満たす新婚夫婦

内　 容 新居購入費・ 家賃・ 引っ 越し 費用・ リ フォ ーム費用

（ 限度額　 6 0 0 ,0 0 0 円）

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7
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U25 夫婦支援金

対象者 結婚新生活支援事業と 同様の条件を 満たし 、 夫婦

どちら かの年齢が 2 5 歳以下である新婚夫婦

内　 容 夫婦 1 組あたり 　 100 ,000 円

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

南越前町住宅政策

ふるさ と 企業活性化

奨励事業補助金

対象者

・ 町内に新築住宅を 建設し 、 居住する方

・ 町の住宅関係補助制度に採択（ 新築住宅） さ れていること

・ 補助事業者世帯全ての所得が、 児童手当所得制限限度額

を 超えない世帯

・ 町内に主たる営業所を有する建設業者が行う 工事

内　 容 定額　 3 0 0 ,0 0 0 円

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3

多世帯近居住宅

支援事業補助金

対象者

・ 新たに直系親族と 近居する者

　（ ただし 、 直系卑属の単独世帯は除く 。）

・ 近居するために、 一戸建て住宅を 建設又は購入する者

・ 県内に主たる営業所を有する建設業者が行う 工事

内　 容 対象経費の 1 0 /1 0 （ 限度額　 5 0 0 ,0 0 0 円）

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3

多世帯同居

リ フ ォ ーム支援

事業補助金

対象者

・ 間取り の変更工事・ バリ アフリ ー改修工事・ 設備の改修工

事等を町内に主たる営業所を有する建設業者が行う 工事

・ 既存住宅を リ フ ォ ームし 、 新たに多世帯同居を する 者又

は多世帯同居の世帯数が 1 以上増加する者

・ 同居者のいずれかの住民票異動日が 補助申請日から 遡っ

て６ ヶ 月以内であるこ と

内　 容 対象経費の 1 /2 （ 限度額　 9 0 0 ,0 0 0 円）

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3

空き家住まい

支援事業補助金

対象事業

　 空き 家情報バンク に登録さ れている 町内の一戸建て住宅

の購入又はリ フ ォ ーム

対象者 （ 1 ） 空き 家購入への補助

　 　 空き家を購入する移住者及び子育て世帯・ 新婚世帯

（ 2 ） 空き 家リ フ ォ ームへの補助

　 　 ①空き家を購入する移住者及び子育て世帯・ 新婚世帯

　 　 ②空き家を賃借する移住者及び子育て世帯・ 新婚世帯

　 　 ③空き 家を 賃貸する空き 家所有者

内　 容

　【 購 　 　 入】 対象経費の 1 /3 （ 限度額　 6 0 0 ,0 0 0 円）

　【 リフォーム】 対象経費の 1 /3 （ 限度額　 6 0 0 ,0 0 0 円）

問い合わせ  建設整備課： 4 7 －8 0 0 3
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赤ちゃ んを望む

福井県不妊検査・ 一般不妊治療費助成事業
　 問い合わせ  福井県健康福祉部 子ども 未来課： 0 7 7 6 －2 0 －0 3 4 1

　 対 象 者 不妊検査およ び一般不妊治療（ 体外受精や顕微鏡受精、 人工受精等を 除く 不

妊治療） を 受けた夫婦

　 助 成 額 助成対象費用にかかる自己負担額の 1 /2

　 助成回数 １ 組の夫婦につき １ 回限り

福井県特定不妊治療費助成事業 問い合わせ  丹南健康福祉センタ ー： 0 7 7 8 －2 2 －4 1 3 5

　 対 象 者 特定不妊治療等※を受けた夫婦

　 助 成 額 特定不妊治療等を 受けた場合に、 その費用の一部を助成し ます。

　 ※特定不妊治療等

特定不妊治療
体外受精及び顕微鏡受精（ 凍結胚移植を含む）

※保険適用の有無問わない

先進医療 保険適用の特定不妊治療と 組み合わせて実施し た先進医療

男性不妊治療費助成 特定不妊治療と 併せて実施し た精巣内精子採取術

南越前町特定不妊治療費助成事業 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 対 象 者 特定不妊治療等※及び男性不妊治療（ 特定不妊治療に伴い実施し た精巣内精

子採取術） を 受けた夫婦

　 助 成 額 特定不妊治療等及び男性不妊治療を受けた場合に、その費用の一部を助成し ます。

　 ※特定不妊治療等

特定不妊治療
体外受精及び顕微鏡受精（ 凍結胚移植を含む）

※保険適用の有無問わない

先進医療 特定不妊治療と 組み合わせて実施し た先進医療

審議中の技術
特定不妊治療と 組み合わせて実施し た先進医療会議にて審議

さ れている技術

　 妊娠初期は、 赤ちゃ んの成長やお母さ んの健康の維持にと ても 大切な時期です。 し

かし ながら 外見から 妊娠し ているこ と がわかり ずら く 、 周囲から の理解が得ら れにく

い現状があり ます。 マタ ニティ マーク は、 妊婦の方が身につけ、 周囲に妊婦であるこ

と を 示し やすく する も のです。

　「 席を 譲る 」「 重い荷物を も っ てあげる」 など 、 周囲の人は妊婦の方や小さ な子ども

連れの方に対し て思いやり の心を も ちまし ょ う 。

ご存知ですか？

マタ ニティ
マーク
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赤ちゃんができた！

　 ママのお腹の中に新し い命が宿り まし た。 約1 0 ヶ 月、 お腹の中で元気に育つ赤

ち ゃ ん。 生まれてく る までに、 心と 身体の準備を 整えていき まし ょ う 。

母子健康手帳 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 妊娠がわかったらまずは母子健康手帳をもらいまし ょ う 。 母子健康手帳は保健師からお渡し

し ます。

● 交付場所： 保健福祉課

● 交付時間： 月曜～金曜日　 午前 8 時 3 0 分～午後 5 時 1 5 分

※時間外に希望のある方は、 事前にご連絡く ださ い。

妊婦健康診査 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 一般健康診査や初期血液検査、 子宮頸がん検診等が公費負担で受けら れます。 公費負担

限度額を 超えた場合は自己負担と なり ます。

● 方法： 母子健康手帳交付時に受診票が交付さ れます。 受診票は、 県内医療機関で利用可

能です。

● 回数： 妊婦健康診査…1 4 回まで

　 　 　 　 妊娠初期の初期血液検査、 子宮頸がん検診なども 受けら れます。

※里帰り などで県外医療機関で受診し た場合、 別に申請が必要です。

※妊娠中に町外へ転出さ れた場合受診票は使用できません。転出先の市町村にお問い合わせく ださ い。

マタ ニティ セミ ナー 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 健やかな妊娠期間を 過ごし て、 安心し て出産・ 子育てにのぞむためのアド バイ スが受け

ら れます。

● 回数： 年 2 回

● 場所： 南条保健福祉センタ ー

※対象妊婦の方には個別通知し ます。

妊婦面談 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 妊娠届出を 行っ た妊婦の方が、 安心し て妊娠期を 過ごし ていただく ために、 保健師によ

る 妊婦面談を 行います。 妊娠・ 出産・ 育児に関する情報提供を 受けたり 、 様々な相談を 行

う こ と ができ ます。

妊娠 8 カ 月頃の相談 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 妊娠８ か月頃の妊婦の方に対し て、 保健師によ るアンケート や電話相談、 面談を 行いま

す。 安心し て妊娠・ 出産・ 育児期を 過ごすための相談を 行う こ と ができ ます。
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赤ちゃんが生まれた！

　 心待ちにし ていた赤ちゃんが誕生し まし た。こ こ から 本格的な子育ての始まり です。

赤ちゃ んが生まれたら まず何を すべき なのか、 確認し ておき まし ょ う 。

新生児聴覚スク リ ーニング検査　 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 新生児聴覚スク リ ーニング検査が無料で受けら れます。

● 方法： 母子健康手帳交付時にお渡し する妊婦・ 産婦健康診査受診票・ 新生児聴覚スク リ ー

ニング検査受診票綴に綴ら れています。

● 検査時期： ①初回検査　 生後 3 日以内　 　 ②確認検査　 生後 1 週間以内

出生届と 出生連絡票　 提出先  町民税務課： 4 7 －8 0 1 5

　 赤ちゃ んが生まれたら 、 出生から 1 4 日以内に出生届に母子健康手帳を 添えて提出し て

く ださ い。 出生連絡票は、 赤ち ゃ ん訪問のと き に必要と なる書類のため、 合わせて提出を

し まし ょ う 。

赤ちゃ ん訪問　 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 4 か月までに保健師が自宅を 訪問し ます。 母子の健康維持や安心し て育児ができ る よう

母子に寄り 添っ た相談を 行います。

産婦健康診査　 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 産婦健康診査が無料で受けら れます。 産後は心身と も に不安定になり やすい時期です。

産後の健康を守るために、 必ず受診し まし ょ う 。

● 方法： 母子健康手帳交付時にお渡し する妊婦・ 産婦健康診査受診票・ 新生児聴覚スク リ ー

ニング検査受診票綴に綴ら れています。 県内医療機関で利用可能です。

● 受診時期・ 回数： 産後 2 週間に 1 回、 産後 1 ヶ 月に 1 回の計 2 回以内

※里帰り などで、 県外医療機関で受診し た場合、 別に申請が必要です。

※産後 2 週間の健診を行っ ていない医療機関の場合、 産後 1 ヶ 月健診のみでも 可能です。

産後ケア事業　 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

　 助産師により 、 自宅や助産所等で産後のケアが受けら れるサービスです。

● 方法： 産後ケア利用希望の方は保健福祉課にご連絡く ださ い。 対象の方に受診券を 発行

し ます。 助産師に希望日を 伝え、 自宅や助産所等にて受診を し た際に受診券を 提

示し てく ださ い。

● 受診時期： 出産後 1 年未満

※受診費用の一部（ 利用料） をお支払いいただき ます。

※里帰り などで、 県外にて産後ケア利用希望の方も 、 保健福祉課にご連絡く ださ い。
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区分 相談機関・ 電話番号 相談時間

休業・ 休暇等

について

福井労働局雇用環境・ 均等室　 07 76 －2 2 －3 9 4 7

育児休業は会社に制度がなく てもと ること ができます。 ご相談を！！

毎週月～金曜日

午前8 時30 分

～

午後5 時15 分
育児休業給付金

について
ハローワーク 武生　 07 78 －2 2 －4 0 7 8

　 妊娠、出産、育児。短期間のう ちにママの体と 心には次々と 大きな変化が起こり ます。

　 特に出産後は女性ホルモンの急激な変化や慣れない育児でママの心への影響も 大

き い時期です。

● マタ ニティ ブルー

　 出産直後から 数日後まで、 大し た理由が無く ても 不安になっ たり 、 涙も ろく なっ

たり 、 無気力になるこ と があり ます。 女性ホルモンの影響によるも ので誰にでも 起

こ り 得る一般的なも のです。

● 産後う つ

　 マタ ニティ ブルーの症状が 2 週間以上続き、 憂う つや自信の喪失など の症状が

ある場合、 産後う つの可能性があり ます。

心を元気に笑顔いっ ぱいの育児を子育て
コラ ム

気持ちがつら く 、 不安になるこ と 等があり まし たら 、 一人で抱えずに、 お気軽に子育て世代

包括支援センタ ー（ P .1 2 ） や産婦健診の際に医療機関にご相談く ださ い。

　 育児に 追われ、 睡眠や

休息が取れないこと も 少な

く あり ません。 近親者のサ

ポート を受けたり 一時預か

り を 利用する など、「 休め

る時間」 を確保し まし ょ う 。

ゆっく り 体を休める

時間を作る

　 つら い気持ち を パート

ナーや実母など、 身近な

信頼でき る人と 共有する

よ う にし まし ょ う 。 自分

一人で辛い気持ちを 抱え

込まないこ と が大切です。

つらい気持ちを

共有する

　 地域の子育て支援セン

タ ーなど に参加し 、 子育

てについて気軽に話し 合

える友達を 作るこ と も 良

いでし ょ う 。

気軽に話し 合える

仲間を作る

　 最近では、 子育てを楽し む男性を「 イク メ ン」 と 呼ぶなど、 パパ

の子育て参加が多く なっ てきまし た。 子育てはママだけのも のでは

あり ません。 パパにし かできない子育ても あり ます。 家族みんなで

協力し て子育てを楽し みまし ょ う 。

子育てはパパの力も 必要です子育て
コラ ム

仕事と 子育ての両立を支援する制度については…
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母子健康手帳は
お子さ んの発育履歴帳

　 妊娠時に交付さ れる母子健康手帳には、子育てに関する多く の情報が載っ ています。

　 母子健康手帳は、 妊娠初期から の母子の健康記録です。 健診や予防接種、 急に病院に行

く 際にも 必ず持参し まし ょ う 。 診療の手助けになる ほか、 お子さ んの成長を 記録でき る も

のと なり ます。

日ごろから 細かく 書き込むク セをつけるよう にし まし ょ う 。

　 お子さ んが、 高校・ 大学

入学、 留学のと きなど、 発

育歴や予防接種歴が必要

なと きがあり ます。 あわて

ないため、 記録し ておきま

し ょ う 。

● 前半は記録ページ

　 妊娠から出産、健康記録とし て、保護者や医療・

保健関係者が記入する部分です。

● 後半は情報掲載ページ

　 母子の健康を守り 、 健やかな成長を応援するた

めに必要な情報が掲載さ れています。 妊娠時に交

付さ れたら、 まずはよく 読んでみましょ う 。

お子さ んの年齢ごと の
成長記録ページ

　 お 子さ んの成長で 気

づい た 点な ど を 記入し

まし ょ う 。

予防接種や病気の
記録ページ

　 いつどんな病気に

かかっ たか、 予防接

種は受けたかこ まめ

に記入し まし ょ う 。
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予防接種を受けよう

　 赤ち ゃ ん自身が生まれたと き にも っ ていた免疫は、 自然に失われていき ます。 病

気にかから ないためにも 免疫を つく る こ と が必要になっ てき ます。 その手助けと な

る のが予防接種です。

　 対象と なるお子さ んの家庭には、 通知書で接種を お知ら せし ています。 接種の機会を 逃

さ ないよう 、 スケジュ ールを 確認し ておき まし ょ う 。 また、 町では、 予防接種に関する冊

子を 出生届出に合わせて配布し ています。 事前に読んでおき 、 予防接種の必要性や効果、

副反応などを理解し ておき まし ょ う 。

■予防接種カ レ ンダー［ 乳幼児版］　 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

対象疾病
（ ワク チン）

２
か
月

３
か
月

６
か
月

８
か
月

１
歳

１
歳
半

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

８
歳

９
歳

対象年齢
（ 公費で

受けられる期間）

定
期
予
防
接
種

生
ワ
ク
チ
ン

ロ タ

ウイ ルス

1 価 1 価は生後24 週0 日まで、

5 価は生後 3 2 週 0 日5 価

BCG
１ 歳未満

（ 誕生日前日まで）

麻し ん

風し ん混合
（ 第１ 期）１ 歳～２ 歳未満
（ 第２ 期）５ 歳～７ 歳未満

水痘
（ 平成 26 年 10 月から
定期化）

１ 歳～３ 歳未満

不
活
化
ワ
ク
チ
ン

Ｂ 型肝炎
（ 平成 28 年 10 月から

定期化）

１ 歳未満

（ 誕生日前日まで）

４ 種混合
（ ジフ テリ ア・ 百日咳・
破傷風・ 不活化ポリ オ）

２ か月～

７ 歳６ か月未満

日本脳炎
６ か月～７ 歳６ か月未満

（ 第２ 期）９ 歳～10歳未満

ヒ ブワク チン ２ か月～５ 歳未満

小児用肺炎

球菌ワク チン
２ か月～５ 歳未満

（ 令和５ 年４ 月現在： 予防接種法等に基づいて作成）

定期予防接種…定めら れた期間内であれば、公費で受けら れます。 詳し く は、出生時にお渡し し てあり ます、冊子「 予

防接種と 子ども の健康」 を確認し てく ださ い。

接種間隔………かかり つけ医と よ く 相談し 、 体調の良いと き に接種し まし ょ う 。

令和２ 年 1 0 月から 「 別のワク チン 」 と の接種間隔が変更し まし た。「 生ワク チン 」 同士の接種間隔は、 2 7 日以上

必要ですが、それ以外は制限がなく なり まし た。「 同じ ワク チン」 同士の接種間隔はワク チン 毎に決めら れています。

ただし 、 コ ロ ナワク チン の前後に他の予防接種を 行う 場合は、 1 3 日以上の間隔を おいて下さ い。

１

１ ２

１ ２

１ ２ ３

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

BCG の標準的接種時期

は生後 5 ～ 8 か月です

初回接種開始時の月齢に

よって回数が異なり ます。

（ 就学前１ 年間）

１ ２

１ ２ ３

生後 6 週から 接種可能、

1 回目は 8 週～ 15 週未満を推奨
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乳幼児健診を受けよう

　 乳幼児健診は、 赤ち ゃ んが健やかに育っ ている かを 調べたり 、 成長や発達の心配

ごと や不安なこ と を 相談でき る 場です。 定期的に受診する よ う にし まし ょ う 。 健診

や教室は全て無料で受診でき ます。

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

乳 期児

健診
種別 名　 称 内　 容 その他

個
　
別

　
健

　
診

１ か月児健診

赤ち ゃ んの健やかな 発育の

ための健康診査です。

● 対 象 者 に は 通 知 が

届き ます。

（ １ か月児健診は通知があ

り ません。）

● 事前にご 予約の上、

県内の医療機関にて

受診し てく ださ い。

● 県外医療機関で受診

し た場合、 別に申請

が必要です。

４ か月児健診

９ ～1 0 か月児健診

集
　
団

　
健

　
診

赤ちゃ ん健診

（ ６ ～７ か月児）

専門ス タ ッ フ によ る 子育て

相談のほか、 離乳食や予防

接種な ど 子育て に関する 情

報を 知るこ と ができ ます。

● 対 象 者 に は 通 知 が

届き ます。

● 南 条 保 健 福 祉 セ ン

タ ーで年６ 回実施。
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幼 期児

健診
種別 名　 称 内　 容 その他

集
　
団

　
健

　
診

　
・

　
集

　
団

　
教

　
室

１ 歳６ か月児健診

身体測定を はじ め問診や発育

相談、 内科健診、 歯科検診、

歯磨き 指導、 おやつ指導が受

けら れます。
● 対象者には通知が

届き ます。

● 南条保健福祉セン

タ ーで年４ 回実施。
歯ピカ ☆教室

（ ２ 歳児）

親子の歯の健康のた めの教

室。 むし 歯予防の話や歯磨き

指導など の教室のほか、 フ ッ

素塗布、 育児相談などが受け

ら れます。

３ 歳児健診

身体測定を はじ め問診や発育

相談、 内科健診、 歯科検診、

視力・ 聴力検査、 栄養相談な

どが受けら れます。

　 町では、 むし 歯のないお子さ んたち を 表彰し てい

ます。 口の中を 清潔に保ち、 むし 歯から 健康な歯を

守り まし ょ う 。

対象者 ３ 歳児、 ５ 歳児、 小学６ 年生、 中学３ 年生

むし 歯のな い子表彰

夜間や休日にお子さ まの体調が悪く なった時…

　 休日・ 夜間の子ども の症状に困っ たと きに＃８ ０ ０ ０ をプッ シュ

するこ と で小児科医師・ 看護師に電話で相談でき、 対応や受診する

病院についてアド バイ スを受けるこ と ができ ます。

（ 携帯電話から も ご利用いただけます）

相談時間

月曜～土曜／午後７ 時～翌朝９ 時
日曜・ 祝日／午前９ 時～翌朝９ 時

＃８０００  または  0 7 7 6 －2 5 －9 9 5 5

こ ど も 医療電話相談 ＃ ８ ０ ０ ０

電話
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困ったと きは相談し よう
―妊娠から 子育てを切れ目なく サポート し ます―

南越前町子育て世代包括支援センタ ー

　 子育て世代包括支援センタ ーは、「 妊娠中は何から 始めたら いいんだろ う ？」「 子育ては

どう し たら いいの？」 など、 妊娠から 子育てに渡るまでの様々な悩み、 質問、 相談に関し

て保健師等が相談を お受けする総合相談窓口です。

■ 伴走型相談支援事業

　 妊娠期から 出産・ 育児期まで切れ目のない伴走型支援を 保健師が行っ ています。 上記の

よ う な妊娠・ 出産・ 育児に関する悩みや不安、 予防接種や健診に関する こ と など、 お気軽

にご相談く ださ い。

妊娠 出産 育児

保健師による電話・ 面談・ 家庭訪問による相談（ 随時）
希
望
者

対
象
の
方
全
て

■ 関係機関と 連携し 子育てを応援し ます！

子育て世代包括支援センタ ー

保健師

○○保健所

保健所

医療機関（ 産科医・ 小児科医等）

小・ 中学校

児童
相談所

こ ども 園・
保育所（ 園）

子育て
支援機関

子育て
支援セン タ ー

連
絡
調
整

連
絡
調
整

南越前町子育て世代包括支援センタ ー　 　 ☎０７７８ －４７－８００７
所 在 地   南越前町東大道 2 9 -1 保健福祉課内

受 付 日   月曜日～金曜日（ 土・ 日・ 祝日・ 年末年始を 除く ）

受付時間   8 時 3 0 分～ 1 7 時 1 5 分

※家庭訪問による相談も 受け付けており ます。
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■ お子さ んのこ と ばに関する相談

　 こ と ばが増えない、 正し く 発音できない、

繰り 返し たり 詰まっ たり する等、 お子さ ん

のこ と ばに関する相談をお受けし ます。

内容： 言語聴覚士による個別面談

会場： 南条保健福祉センタ ー

回数： 年間４ 回

子育て
相談室

■ お子さ んの子育てに関する相談

　 保護者が町内こ ども 園、 保育所（ 園） に

園児を 迎えに行く 時間に併せて、 気軽に専

門職に育児相談ができます。

内容： お子さ んが所属する 園での

専門職による個別相談

会場： 町内こ ども 園、 保育所（ 園）

回数： 各園２ ～４ 回

町が実施する相談の場

すく すく
ルーム

■ 母子の健康や子育てに関する相談

　 妊娠前～産後の女性の体調の変化や、 お子さ んの体調の変化・ 育児等について気になっ て

いるこ と を、 携帯電話から 気軽に小児科・ 産婦人科医師、 助産師に相談ができます。

内容： 小児科・ 産婦人科医師及び助産師による無料オンラ イ ン相談

方法： 携帯電話にて会員登録後、 随時相談が可能です。

※会員登録には町民専用の合言葉が必要です。 保健福祉課にご連絡く ださ い。

小児科・
産婦人科
オンライン
相　 談

■ お子さ んの育てにく さ に関する相談

　 落ち 着き がない、 気が散り やすく 集中が難し い、 偏食が強い、 ひどいく せがある など 、

子育てで心配なこ と について相談を お受けし ます。

内容： 心理士による個別相談

会場： 南条保健福祉センタ ー

回数： 年間４ 回

内容： 保育カ ウンセラ ーよるこ ども

園など での集団生活の観察・

保護者相談

会場： 町内こ ども 園、 保育所（ 園）

回数： 各園２ ～４ 回

内容： 小集団での親子遊びを通し た子育て相談

回数： 年間４ 回

子育て
相談室

巡回
発達相談

ぽかぽか
広場

内容： 心理士、 保健師を 交えた　

保護者同士の交流

会場： 南条保健福祉センタ ー

回数： 年間４ 回

すく すく
カ フ ェ

内容： お子さ んが所属する 園での

専門職による個別相談

会場： 町内こ ども 園、 保育所（ 園）

回数： 各園２ ～４ 回

すく すく
ルーム

●保護者の心配事や負担感、 孤独感に関するこ と （ 相談できる人がいない等）

●子ども の年齢や特性等に関する事（ 育てにく さ 　 等）

●保護者のこ れまでの体調や周囲の言動に関する事

　（ 虐待を受けて育っ た、 親の育て方が悪いと 責めら れた　 等）

スト ッ プ 児童虐待～児童虐待に苦し まないために～

● 南越前町子ども 家庭総合支援拠点（ 保健福祉課内）  ☎4 7 －8 0 0 7
● 児童相談所全国共通ダイ ヤル ☎1 8 9 （ いち・ はや・ く ）

児童虐待と は…体罰や暴言など、痛みや苦し み、恐怖心等を子ども に与えて関わる行為のこ と です。

保護者や家族ができ るこ と

子育てを 家族だけで抱える こ と は大変なこ と

です。周囲の方や下記にご相談く ださ い。

周囲の方ができ るこ と

児童虐待かも と 思っ たら 、通告を 行い、専門家

の支援に繋ぎ まし ょ う 。通告さ れた方が責任

を問われるこ と はあり ません。



1 4

子育て支援センタ ーに
行っ てみよう

　 子育て支援セン タ ーと は、 家庭で子育てを し ている パパ、 ママの育児を お手伝い

すると こ ろ です。

　 町内には、 南条子育て支援セン タ ーと 今庄子育て支援セン タ ー（ わかば）、 河野

子育て支援セン タ ーがあり ます。 未就園児で０ 歳から 小学校就学前のお子さ んを 子

育てし ている 方なら 、 ど なたでも ご利用でき ます（ 利用は無料）。 親子が一緒に遊

ぶこ と を 通し て、 コ ミ ュ ニケーショ ン を 深めたり 、 家庭が抱える 子育ての悩みや不

安などの相談、 お子さ んと の関わり 方、 ふれあい遊びの提案、 子育て情報の提供な

どが受けら れます。

利用者の声
　 手作り おもちゃや離

乳食などを教えてもら

い、 作る楽しさを知っ

たり 、 気分転換ができ

て支援センターに行く

のが楽しみです。

　 県外から嫁いで

きたので親子共々

友達ができてう れ

しいです。

　 集団の中では話し

にく いこと でも、子

育ての悩みなど相談

にのってもらえるの

で安心します。

利用者の声
　 手作り おもちゃや離

乳食などを教えてもら

い、 作る楽しさを知っ

たり 、 気分転換ができ

て支援センターに行く

のが楽しみです。

　 県外から嫁いで

きたので親子共々

友達ができてう れ

しいです。

　 集団の中では話し

にく いこと でも、子

育ての悩みなど相談

にのってもらえるの

で安心します。
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南条子育て支援センタ ー 　 TEL  4 7 －2 4 1 1 　 FAX  4 7 －2 6 6 2

　 所 在 地： 東大道 2 3 -1 4 -4 （ 南条こ ども 園併設）

　 開設時間： 毎週月～金曜日

　 　 　 　 　 　 午前９ 時から 午後４ 時（ 正午から 午後 1 時までは「 お食事タ イ ム」）

■ ほやほやだより

　 子育て支援セン タ ーの活動や子育てト ーク、 各種行事を まと めたも のを、 毎月発行

し ています。

■ 育児相談

　 子育てに関する不安や悩みについて、 保育士等から のアド バイスが受けら れます。

今庄子育て支援センタ ー「 わかば」 　 TEL  4 5 －0 7 8 8 　 FAX  4 5 －2 5 5 5

　 所 在 地： 今庄 2 8 -1 0 -2 （ 今庄なないろ こ ども 園併設）

　 開設時間： 毎週月～金曜日

　 　 　 　 　 　 午前９ 時から 午後４ 時（ 正午から 午後 1 時までは「 お食事タ イ ム」）

■ わかば通信

　 子育て支援セン タ ーの活動や子育てト ーク、 各種行事を まと めたも のを、 毎月発行

し ています。

■ 育児相談

　 子育てに関する不安や悩みについて、 保育士等から のアド バイスが受けら れます。

河野子育て支援センタ ー 　 TEL  4 8 －2 3 2 1

　 所 在 地： 甲楽城 1 6 -1 -2 7 （ 河野児童館内）

　 開設時間： 毎週月～金曜日

　 　 　 　 　 　 午前９ 時 3 0 分から 午後０ 時 3 0 分

■ 河野子育て支援センタ ーだより

　 子育て支援セン タ ーの活動や子育てト ーク、 各種行事を まと めたも のを、 毎月発行

し ています。

■ 育児相談

　 子育てに関する不安や悩みについて、 支援員等から のアド バイスが受けら れます。
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保育園・ 認定こ ども 園の
利用について

保育所（ 園）・ 認定こ ども 園の利用にあたっ て

１ 南越前町内の保育施設

施　 　 設 南条こ ども 園 今庄なないろこども園 湯尾保育所 河野保育園

住　 　 所

電話番号

東大道 2 3 -1 4 -4

☎ 4 7 －2 2 2 7

今庄 2 8 -1 0-2

☎ 4 5 －0 7 8 8

湯尾 7 2-1 5

☎ 45 －1 1 6 8

今泉 1 9 -4 8 -4

☎ 48 －2 1 2 3

受入れ対象

乳幼児

満６ か月児～

５ 歳児

生後９ 週以降の

乳幼児～５ 歳児
満６ か月児～５ 歳児

入所・ 入園

条件

（ １ 号認定）

３ 歳児～小学校就学前まで （ ２ ・ ３ 号認定）

家庭において必要な保育を 受ける こ

と が困難と 認定さ れた乳幼児

（ ２ ・ ３ 号認定）

家庭において必要な保育を 受ける こ

と が困難と 認定さ れた乳幼児

２ 教育・ 保育利用時間

　 区分に応じ た教育・ 保育利用時間は次のと おり です。

１ 号認定 教育標準時間 最長５ 時間　 　 8 ： 0 0 ～ 1 3 ： 0 0 の間

２ ・ ３ 号認定

保育標準時間
最長 1 1 時間　 7 ： 0 0 ～ 1 8 ： 0 0 の間

（ フ ルタ イ ム就労を想定し た利用時間）

保育短時間
最長８ 時間 　 8： 3 0 ～ 1 6 ： 3 0 の間

（ パート タ イ ム就労を 想定し た利用時間）

３ 保育所・ 認定こ ども 園を 利用するには「 支給認定証」 が必要です

１ 号認定

（ 教育標準時間認定）

２ 号認定

（ 保育認定）

３ 号認定

（ 保育認定）

認定はさ れません

p .17 の「 ４ 保育を

必要と する事由」 に

該当し ますか？

p .17 の「 ４ 保育を

必要と する事由」 に

該当し ますか？

お子さ んの年齢は？

３ ～５ 歳

０ ～２ 歳

いいえ

はい

はい

いいえ



1 7

４ 保育を 必要と する事由・ 保育の必要量

　 保育所などでの保育を希望さ れる 場合の保育認定（ ２ ・ ３ 号認定） には次のいずれか

に該当するこ と が必要です。

　 また、 同時に保育必要量の認定を行います。 保育必要量の区分には、「 保育標準時間」

と 「 保育短時間」 の２ 区分です。

事　 由

２ 号、 ３ 号認定

保育利用可能期間保育必要量

保育標準時間 保育短時間

① 就労（ 月 48 時間以上） 就労時間等によっ て判断 就労開始予定日から 小学校就学前まで

② 妊娠・ 出産 ○

○

産後3 ヶ月

からは

短時間

産前 6 週から 産後 6 ヶ 月まで

※有効期間は、 出産日から 起算し て 6 ヶ 月

が経過する 月の末日までと し 、 上記以降

は左記の事由のいずれかに該当がない場

合は退園

③ 疾病・ 障害 ○

事由に該当し た時から事由から外れるまで④ 同居親族の介護・ 看護 ○

⑤ 災害復旧 ○

⑥ 求職活動 ○ 最長３ ヶ 月間（ 年度途中の入所は不可）

⑦ 就学（ 職業訓練含む） ○ 入学予定日から卒業予定日の月末まで

⑧ 虐待・ Ｄ Ｖ のおそれ ○ 事由に該当し た時から事由から外れるまで

⑨ 育児休業取得中 ○ 必要な期間

⑩ その他 状況によっ て判断 必要な期間

５ 入園の申込について

　 ● 毎年 1 0 月初旬から 1 1 月初旬の期間に入園の申込を受付けています。

　 ● でき るだけ、 入園受付期間に希望の保育園も し く は役場保健福祉課に申し 込むよう

にお願いし ます。

６ 年度途中（ ４ 月以降に入園）希望について

　 ● 産休および育休明けの途中入園も 、 期間内（ 1 0 月初旬から 1 1 月初旬まで） に必ず

予約申し 込みをし てく ださ い。

　 ● 求職中の方は、 年度途中の入園予約はでき ません。

　 ● 近年、 途中入園は大変厳し く なっ ており ます。 申込期間を過ぎての年度内の入園受

付はご希望に添えない場合も あり ます。

　 町内の保育所・ 認定こ ども 園では、 定期的に臨床発達心理士の巡回を 受け入れ、 集団生活の中でのお子

さ んの様子の観察を通し た保育方法の支援を受けています。

保育カ ウンセラ ー事業
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助成・ 手当を活用し よう

　 子育てを する 際に、 助成・ 手当はパパ、 ママの大き な味方。 どんな制度がある の

かチェ ッ ク し て活用し まし ょ う 。

名　 　 称 対　 象　 者 内　 　 容 問い合わせ

チャ イ ルド

シート の

購入費の補助

チ ャ イ ルド シ ート を 購入

し た方

お子さ ん１ 人につきチャ イルド

シート １ 台の購入額の２ 分の１

の額の補助金が受けられます。

上限は 8,000 円です。

総務課

47 －80 1 6

特定不妊治療費

助成事業

特定不妊治療等（ 先進医療、

国で審議中の治療含む） 及

び男性不妊治療を受けら れ

た方

下記のと おり 助成が受けら

れます。

・ 特定不妊治療等

　 年間 6 0 0 ,0 0 0 円上限

・ 男性不妊治療

　 2 0 0 ,0 0 0 円上限

　（ 年１ 回を限度）

保健福祉課

47 －80 0 7

伴走型相談支援

事業及び出産・

子育て応援給付

金支給事業

妊婦・ 子育て世帯等に対す

る切れ目のない伴走型相談

支援と し て、 保健師等によ

る面談を受けら れた方

下記のと おり 支給さ れます。

①出産応援ギフ ト

　 5 0 ,0 0 0 円相当

　（ 保健師等に よ る 妊婦面談

を受けら れた妊婦の方）

②子育て応援ギフ ト

　 5 0 ,0 0 0 円相当

　（ 保健師等による出生後面談

を受けら れた養育者の方）

保健福祉課

47 －80 0 7

児童手当
０ 歳から中学校修了までのお

子さ んを養育する方

お子さ ん１ 人につき 下記月

額が支給さ れます。

0～3歳未満

・ 一律　15 ,000円

3歳～小学校修了まで

・ 第１ 子、 第２ 子： 10 ,00 0円

・ 第３ 子以降： 1 5 ,0 0 0 円

中学生　 一律　1 0 ,0 0 0 円

所得制限以上

・ 一律　5 ,0 0 0 円

所得上限以上 支給なし

（ 令和 4 年 6 月現在）

町民税務課

47 －80 1 5
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名　 　 称 対　 象　 者 内　 　 容 問い合わせ

子育て支援金

出生し て から 引き 続き 18

歳に達する日以降の最初の

年度末（ 3 月 31 日） まで南

越前町に住所を有する見込

みのあるお子さ んを養育す

る 方。 また、 町外より 南越

前町に転入し 、 中学校修了

前のお子さ んを養育する方。

第 1 子 及 び 第 2 子 は

1 0 0 ,0 0 0 円、 第 3 子以降は

3 0 0 ,0 0 0 円です。

（ 転入者の方） 第 1 子及び第

2 子 は 5 0 ,0 0 0 円、 第 3 子

以降は 1 5 0 ,0 0 0 円です。

保健福祉課

47 －80 0 7

すく すく 保育

支援事業

南越前町内の保育所に入所

するお子さ んのう ち、 第２

子以降のお子さ ん

第 2 子は世帯合計所得割合

額が 1 6 9 ,0 0 0 円未満で保育

料無料。 第 3 子以降は、 所

得に関係なく 保育料無料。

保健福祉課

47 －80 0 7

子ども 医療費の

助成

０ 歳から 18 歳（ 18 歳に達

する日以降の最初の年度末）

までのお子さ ん

医療保険適用によ る 医療費、

入院時の食事代などの助成が

受けら れます。
※医療費受給者証を 提示し て

いただく と 窓口での支払いが

原則無料になり ます。

町民税務課

47 －80 1 5

妊婦

イ ン フ ルエン ザ

予防接種費用の

助成

妊婦の方
イ ン フ ルエ ン ザ予防接種費

用の助成が受けら れます。

保健福祉課

47 －80 0 7

子ども

イ ンフ ルエンザ

予防接種費用の

助成

6 か月から 18 歳ま で のお

子さ ん

6 か月から 13 歳未満は２ 回、

13 歳から 18 歳まで は１ 回、

インフ ルエンザの予防接種を

町内医療機関にて無料で受け

ら れます。

保健福祉課

47 －80 0 7

医療行為によ り

免疫を 失っ た場

合の予防接種再

接種費用の助成

骨髄移植・ 抗がん 剤治療

等に よ り 定期予防接種の

免疫が消失し た た め、 再

接種が必要と 医師に 判断

さ れた方

接種済みの定期接種で、 医師

に接種の必要性が認めら れた

予防接種について、 接種費用

の助成が受けら れます。

保健福祉課

47 －80 0 7

在宅育児応援

手当支給事業

生後 8 週から 満 3 歳未満

で 第 2 子以降のお 子さ ん

を 養育する 方

下記条件を すべて 満たす方

に、 お子さ ん１ 人あたり 月額

10 ,00 0 円支給し ます。

①児童手当受給者であること

②保育所等に入所し ていないこと

③育児休業給付金をも ら っ て

いないこと

④税の滞納がないこと

⑤生活保護を受けていないこと

⑥暴力団関係者ではないこと

⑦世帯の合計所得割合額が

57 ,700 円未満であること
※①～⑥の要件は配偶者も 条

件を満たすこ と が必要です。

保健福祉課

47 －80 0 7

対象者要件と し て、 南越前町に住所を 有する こ と が必要です。
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ひとり 親家庭のための制度

　 ひと り 親家庭に対する経済的負担を減ら せるよう にと さ まざまな制度があり ます。

児童扶養手当

内　 容： 次のいずれかに該当する 18 歳未満（ 障害のある場合は 20 歳未満） のお子さ んを監護し 、

かつ生計を同じ く し ている場合に手当を支給し ます。

　 　 　 　 　 ① 父母が婚姻を解消し た児童

　 　 　 　 　 ② 父または母が死亡し た児童

　 　 　 　 　 ③ 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

　 　 　 　 　 ④ 父または母の生死が明ら かでない児童

　 　 　 　 　 ⑤ 父または母から 引き 続き １ 年以上遺棄さ れている児童

　 　 　 　 　 ⑥ 父または母が法令により 引き 続き１ 年以上拘禁さ れている児童

　 　 　 　 　 ⑦ 父または母が裁判所から の D V 保護命令を受けた児童

　 　 　 　 　 ⑧ 母が婚姻によら ないで懐胎し た児童

　 　 　 　 　 ⑨ 母が婚姻によら ないで懐胎し た児童に該当するかどう か明ら かでない児童等

※公的年金等を受給し ている方については、 児童扶養手当額が年金額より 高い場合にのみ、 その

差額が支給さ れるこ と になり ます。

※所得制限があり ます。

問い合わせ 　 町民税務課： 4 7 －8 0 1 5

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

対　 象： 配偶者のない女子または男子で 20 歳未満のお子さ んを扶養し ている方、 母子・ 父子福祉

団体、 父母のないお子さ ん、 配偶者のない女子であっ てかつて母子家庭の母であっ た方

内　 容： 以下の貸付を行います。

　 　 　 　 　 ● 事業開始資金 ● 事業継続資金 ● 修学資金 ● 技能習得資金

　 　 　 　 　 ● 修業資金 ● 就職支度資金 ● 医療介護資金 ● 生活資金

　 　 　 　 　 ● 住宅資金 ● 転宅資金 ● 就学支度資金 ● 結婚資金

※基本は無利子ですが、 修学資金・ 修業資金・ 就職支度資金・ 就学支度資金以外については、 条

件によっ て 1 .5％の利子がつきます。

※所得制限があり ます。

※その他条件があり ます。

問い合わせ 　 丹南健康福祉センタ ー 武生福祉保健部 福祉課： 0 7 7 8 －2 2 －4 1 3 5

ひと り 親家庭等医療費助成事業

内　 容： 母子家庭（ または父子家庭）の母（ または父）と お子さ ん（ 満 2 0 歳未満）が医療機関にかかっ

た際の医療保険適用による医療費、 入院時の食事代などを助成し ます。

※児童扶養手当の所得制限（ 一部支給） を準用し ます。

問い合わせ 　 町民税務課： 4 7 －8 0 1 5
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母子家庭等日常生活支援事業

対　 象： 母子家庭、 または父子家庭であっ て、 自立促進に必要な事由または社会通念上必要と 認

めら れる事由により 一時的に生活援助が必要な家庭、 または生活環境等が激変し 、 日常

生活を営むのにと く に大き な支障が生じ ている家庭

内　 容： 育児や食事の世話などを行う 家庭生活支援員を派遣し ます。

　 　 　 　 保育サービス（ 子育て支援） と 家事、 介護その他の日常生活の便宜（ 生活援助） と に区

分さ れ、 その内容は以下の通り です。

　 　 　 　 　 １ 　 乳幼児の保育 　 ２ 　 児童の生活指導

　 　 　 　 　 ３ 　 食事の世話 　 ４ 　 住居の掃除

　 　 　 　 　 ５ 　 身の回り の世話 　 ６ 　 生活必需品等の買い物

　 　 　 　 　 ７ 　 医療機関等と の連絡 　 ８ 　 その他必要な用務

※ニーズに応じ て、 時間外、 休日、 夜間の利用などのご相談に応じ ます。

利用料： 利用世帯の区分 子育て支援 生活援助

生活保護世帯、 市町村民税非課税世帯 0 円 0 円

児童扶養手当支給水準の世帯 7 0 円 15 0 円

上記以外の世帯 1 5 0 円 30 0 円

※１ 時間あたり の料金です。

※利用者の居宅で子育て支援を行う 場合は、 生活援助の単価と なり ます。

　 また、 お子さ んの人数によっ ても 変り ます。

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

母子家庭等世帯の児童高校通学費助成制度

対　 象： 高等学校等に在籍するお子さ んのいる母子家庭または父子家庭

内　 容： 通学に要する JR 及び路線バスなどの公共交通機関における利用区間の定期券購入費用の

一部を助成し ます（ 6 ヶ 月定期券購入費用の２ 分の１ の額）。

期　 間： お子さ ん１ 人につき ３ 年間を限度と し ます。

　 ※児童扶養手当の所得制限（ 一部支給） を準用し ます。

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

その他の制度

● 保育料の軽減

● 病児保育の利用料の軽減

　 ※所得制限があり ます。

　 ※その他条件があり ます。
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障害のあるお子さ んをも つ
家庭のための制度

　 障害のあるお子さ んを も つ家庭のための主な制度です。
　 ※支給額は変動するこ と があり ます。

障害者手帳制度

対　 象： 身体障害者手帳（ 障害の程度により 1 ～ 6 級の 6 段階に区分）

　 　 　 　 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そし ゃく 機能、肢体不自由、心臓、じ ん臓、肝臓、呼吸器、

ぼう こ う 、 直腸、 小腸、 ヒ ト 免疫不全ウイ ルスによる免疫機能に永続的な障害があり 、 法律等に定

める障害程度基準に該当するお子さ ん

対　 象： 療育手帳（ 障害の程度により A1 、 A2、 B1 、 B2 の 4 段階に区分）

　 　 　 　 知能指数（ IQ ） がおおむね 70 ないし 7 5 までのお子さ ん

対　 象： 精神障害者保健福祉手帳（ 障害の程度により 1 ～ 3 級の 3 段階に区分）

　 　 　 　 精神疾患があり 、 精神障害のため長期にわたり 日常生活または社会生活への制約があるお子さ ん

※各手帳を も つこ と により 、 それぞれの障害やその障害程度に応じ 、 各種助成制度や福祉サービ スを 利用す

るこ と ができ ます。

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

特別児童扶養手当

対　 象： 一定以上の障害のあるお子さ んを 養育する方

支給額： 1 級／月額 52 ,4 0 0 円　 　 2 級／月額 34 ,9 0 0 円（ 令和 4 年 4 月現在）　 ※所得制限あり

問い合わせ 　 町民税務課： 4 7 －80 15

障害児福祉手当

対　 象： 重度の障害があるため、 日常生活において常時介護を必要と する状態にあるお子さ んを養育する方

支給額： 月額 1 4 ,8 8 0 円（ 令和 2 年 4 月現在）　 ※所得制限あり

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07 　 　 丹南健康福祉センタ ー 武生福祉保健部： 2 2 －41 35

重症心身障害児福祉手当

対　 象： 一定以上の障害のあるお子さ んを 養育する方で 、 障害児福祉手当や特別児童扶養手当等の支給を 受

けら れない方

支給額： 月額 3 ,0 0 0 円

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

知的障害児激励金支給事業

対　 象： 療育手帳をも つ知的障害のあるお子さ んを在宅で養育し ている方

支給額： 年額 5 ,0 0 0 円

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

知的障害児施設等通所費助成事業

対　 象： 療育手帳を所有

内　 容： 障害児関係施設の通所、 または通学に要する JR 及び路線バスなどの公共交通機関における利用区間

の定期券購入費用相当額の一部を 助成し ます（ 2 分の 1 の額）。 ただし 、 他制度から 交通費の手当、

助成金が支給さ れている場合その額を控除。

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07
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重度障がい児医療費無料化事業

対　 象： 各障害者手帳の障害の程度が次のいずれかに該当するお子さ ん

　 　 　 　 １ 　 身体障害者手帳 1 ～ 3 級　 　 　 　 ２ 　 療育手帳 A1、 A2、 B1 または B2 の一部

　 　 　 　 ３ 　 精神障害者保健福祉手帳 1 、 2 級かつ自立支援医療（ 精神通院） 受給者

内　 容： 医療機関にかかっ た際の医療保険適用による医療費、 入院の食事代などを助成し ます。

　 　 　 　（ 所得制限あり 、 上記 3 のお子さ んは通院医療費のみ）

問い合わせ 　 町民税務課： 4 7 －80 15

障害福祉サービス等の利用

対　 象： 身体、 知的（ 発達障害を含む）、 精神に障害のあるお子さ ん

内　 容： 障害者自立支援サービスにも と づく 各種サービス等が利用できます。

　 　 　 　 1 　 障害福祉サービス（ 居宅介護、 放課後等デイ サービス、 短期入所等）

　 　 　 　 2 　 地域生活支援事業（ 相談支援、日中一時支援、移動支援、地域活動支援センタ ー、日常生活用具の給付等）

　 　 　 　 3 　 自立支援医療（ 精神通院、 育成医療等）

　 　 　 　 4 　 補装具購入費等の助成（ 装具、 車椅子、 補聴器など） ※所得制限あり

利用額： 原則、 各サービス等に要する費用（ 価格） の 1 割相当額

　 　 　 　（ 条件により 、 減免・ 免除制度あり ）

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

福祉タ ク シー利用料金助成事業

対　 象： 各障害者手帳の障害の程度が次に該当し 、 児施設に入所さ れていないお子さ ん

　 　 　 　 1 　 身体障害者手帳 1 級または 2 級

　 　 　 　 2 　 療育手帳 A1 または A2

　 　 　 　 3 　 精神障害者保健福祉手帳 1 級または 2 級

内　 容： タ ク シー利用の際の料金の一部を 助成し ます。

助成額： タ ク シー乗車券 5 00 円（ 年間最大 72 枚）

　 　 　 　 ※ただし 、年度途中に申請があっ た場合、申請月から その年度の 3 月分までの月割交付（ 月数× 6 枚）

と なり ます。

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

早期療育支援金支給事業

対　 象： 身体の障害や知的障害等のある未就学のお子さ ん

内　 容： 児童発達支援センタ ー等への通所並びに医療機関への通院にあたり 支援金を支給し ます。

支給額： 越前市内　 　 １ 回あたり 5 00 円

　 　 　 　 越前市以外　 １ 回あたり 1 ,0 00 円

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

心身障害者（ 児） 紙おむつ支給事業

対　 象： 紙おむつを使用し 、 在宅で介護を 受けている身体の障害や知的障害があるお子さ ん

内　 容： 紙おむつ購入費用の一部を 助成し ます。

支給額： 購入費用の３ 分の２ （ ただし 月額 6 ,5 0 0 円を補助対象限度額と する）

問い合わせ 　 保健福祉課： 4 7 －80 07

その他の制度

・ 住宅改造費の助成制度（ 身体障害者手帳 2 級以上の視覚障害・ 肢体不自由の場合に限る）

・ 公共交通機関等運賃、 有料道路通行料金等の割引制度

・ 各種税金（ 所得税、 住民税、 自動車税等） の控除・ 減免制度

・ 携帯電話使用料の割引制度

・ 障害扶養共済制度

いずれも 対象者要件と し て、 南越前町に住所を 有する こ と が必要です。（ 一部特例があり ます。）
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お子さ んを預けたいと き

　 仕事や病気など で子育てができ ないと き 、 育児疲れでリ フ レ ッ シュ し たいと き 、

こ れら の制度を 利用し てく ださ い。

問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

名　 　 称 施　 設　 名 内　 　 容

延長保育
南条こ ども 園

湯尾保育所

河野保育園

今庄なないろこども園

保護者の就労や通勤などの理由により 、通常保育時間を超え、

延長し てお子さ んをお預かり し ます。

料金等 ●１ヶ月単位…3,000 円／人

 ●１日単位……下記の表のと おり

一時保育

保護者の冠婚葬祭や疾病などによる緊急時や、 育児疲れ解消

などの理由により 、保育所でお子さ んを一時的にお預り し ます。

料金等 ● ３ 歳未満　 半日： 1 ,5 0 0 円　 １ 日： 3 ,0 0 0 円

 ● ３ 歳以上　 半日： 1 ,0 0 0 円　 １ 日： 2 ,0 0 0 円

 ● 第２ 子以降　 無料

病児・ 病後児

保育

● 野尻医院「 ままのて」
越前市 0778 －22 －5000

● 公立丹南病院「 えく ぼ」
鯖江市 080 －6367 －6567

● 斎藤病院「 わらべ」
鯖江市 090 －3765 －0593

● 福井県済生会乳児院
福井市 0776 －30 －0300

● 福井総合クリニッ ク
福井市 0776 －21 －1300

● 福井愛育病院
愛育ちびっこハウス
福井市 0776 －54 －5757

● 大滝病院
病児病後児保育園
福井市 0776 －43 －6855

お子さ んが病気または病気回復期に、 まだ集団保育ができ

ず、 保護者も 就労などの理由により 、 家庭で保育できない

と き、 一時的にお預かり し ます。 利用希望さ れる と き は、

利用希望施設へご連絡く ださ い。

料金等 半日： 1 ,0 0 0 円　 １ 日： 2 ,0 0 0 円

 就学前児は全員無料

※一旦施設に利用料をお払いいただき 、 その後保健福祉課

に助成手続き をお願いし ます。

南条こ ども 園

東大道 2 3 -1 4 -4

☎ 4 7 －2 2 2 7

所在地 今庄なないろこども園

今庄 2 8 -1 0 -2

☎ 4 5 －0 7 8 8

河野保育園

今泉 1 9 -4 8 -4

☎ 4 8 －2 1 2 3

湯尾保育所

湯尾 7 2 -1 5

☎ 4 5 －1 1 6 8

◎教育標準時間一時預かり

認　 定 7： 0 0 ~ 8： 0 0 13： 00~ 18： 00 18： 00~ 19： 00

１ 号認定（ 幼稚園部） 2 0 0 円 5 0 0 円

◎延長保育（ 短時間）

認　 定 7： 0 0 ~ 8： 3 0 16： 30~ 18： 00 18： 00~ 19： 00

保育短時間（ 8 時間） 2 0 0 円 2 0 0 円 2 0 0 円

◎延長保育（ 標準時間） 認　 定 18： 00~ 19： 00

保育標準時間（ 11 時間） 2 0 0 円
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すみずみ子育てサポート 事業

　 保護者が疾病、 出産、 就職活動や冠婚葬祭などの社会的理由により 、 一時的に養育で

き ない場合で、 保育所や児童館などの子育てサービスを利用でき ないと き 、 お子さ んを

一時的にお預かり し ます。

　 第２ 子以降就学前までのお子さ んの場合の利用料金は下記のと おり と なり ます。

　 ● 子ども 一時預かり の家 “おんぶ ” 5 0 円

　 ● 複合型デイ サービス てまり 無料

■ ショ ート ステイ

内　 容： 保護者の疾病、 出産をはじ め、 冠婚葬祭

などの社会的理由により 、 お子さ んの養

育が一時的に困難と なっ たと き 、または、

緊急一時的に保護を必要と すると き 、 宿

泊を伴う 養育サービスが受けら れます。

料　 金： ２ 歳未満 5 ,35 0 円／日

　 　 　 　 ２ 歳以上 2 ,75 0 円／日

■ ト ワイ ラ イ ト ステイ

内　 容： 保護者の就労など が恒

久的に夜間にわたる た

め、 養育が困難な家庭

のお子さ んを 午後５ 時

から 午後 1 0 時ま で の

間、 お預かり し ます。

料　 金： 平日 1 ,0 0 0 円／回

　 　 　 　 休日 1 ,8 0 0 円／回

子育て短期支援事業

・ 生後６ か月～３ 歳未満

　 　 福井県済生会乳児院（ 福井市）

・ ２ 歳以上

　 　 児童家庭支援センタ ー 児童養護施設 一陽（ 越前市）

 問い合わせ  保健福祉課： 4 7 －8 0 0 7

実施場所

複合型デイ サービス  てまり

実施場所： 越前市 医療法人野尻医院内

時　 　 間： 毎週月～土曜日

午前8 時3 0 ～午後5 時3 0 分

対 象 児： 小学３ 年生以下

利用料金： １ 時間 350 円

（ 8 時間を超えると 1 時間 700 円）

昼食ご希望の場合…4 00 円／回

子ども 一時預かり の家 “おんぶ ”

実施場所： 南条ふれあい会館

時　 　 間： 毎日（ 年末年始を除く ）

午前7 時～午後8 時

対 象 児： 生後 4 か月～小学 3 年生以下

利用料金： １ 時間 450 円

（ 8 時間を超えると 1 時間 800 円）
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児童館で遊ぼう

　 児童館は、 子ど も に健全な遊びを 提供し て 、 その心身の健康を 増進

し 情操を 豊かにする こ と を 目的と し ています。

　「 遊び」 は子ども の人格的発達を 促す上で欠かすこ と ができ ない要素

であり 、 遊びのも つ教育効果は他で補う こ と ができ ないと 言われてい

ます。 子ど も たち は遊びを 通し て 考え、 決断し 、 行動し 、 責任を も つ

と いう 自主性・ 社会性・ 創造性を 身につけます。

児童館

児 館童 で 遊 にぶ は ？

　 利用し たい時に利用可能（ 利用時に窓口で記名し 、 好き な時間に帰宅）

　 ● 平　 日： 午前 9 時～午後６ 時

　 ● 土曜日： 午前 8 時～午後６ 時（ 要予約）　 ※祝日、 年末年始除く

南条児童館

東大道 1 9 -4 9 -3

☎ 4 7 －3 3 5 4

今庄児童館

今庄 6 8 -1 6 -1

☎ 4 5 －1 5 6 4

湯尾児童館

湯尾 7 9 -5

☎ 4 5 －0 0 4 6

河野児童館

甲楽城 1 6 -1 -2 7

☎ 4 8 －2 3 2 1
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児 館童 内 で 活の 動

★放課後児童ク ラ ブ

　 児童館は「 子ども の遊び場」 の一つであり 、誰でも 自由に来館し 遊べる 場です。

　 対し て放課後児童ク ラ ブ は、 家に帰っ ても 保護者が仕事等でいないお子さ ん

を 保護者に代わっ て預かり 、 適切な遊びや生活の場を 提供する事業です。

対　  象 　 者： 保護者が仕事等のため日中家庭にいない児童

利用について： 登録制です。 利用申請書を提出し てく ださ い。

利用料や申請については各児童館までお問合せく ださ い。

開 設 日 時：〈 平　 　 日〉 放課後 ～ 18 ： 0 0

〈 長期休暇〉 8： 0 0 ～ 1 8 ： 0 0

登所について： 学校が終わり 次第、 直接ク ラ ブへ登所し てく ださ い。

降所について： 保護者によるお迎えが必要です。

お 問 合 せ： 各児童館または保健福祉課 ☎4 7 －8 0 0 7 まで

★放課後子ども 教室

　 地域の方の協力によ り 、 宿題・ 予習・ 復習の学習支援、 スポーツ・ 文化活動

等の体験活動、 地域住民又は異なる 年齢の児童の交流活動など 様々な活動を 企

画・ 運営し 、 指導・ 見守り を 行います。

対　  象 　 者： すべての児童

利用について： 準備の都合上、 事前に参加希望を聞いています。

材料費等、 一部負担金をいただく 場合があり ます。

開 設 日 時： 週２ ～４ 日

内　 　 　   容： 農業・ 園芸体験、 も の作り 教室、 昔遊び体験、 読み聞かせ等

お 問 合 せ： 各児童館または教育委員会事務局 ☎4 7 －8 00 5 まで






